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1、 議決事項

議案第 13号

議案第 14号

議案第 15号

議案第 16号

議案第 17号

議案第 18号

議案第 19号

議案第 20号

議案第 21号

議案第 22号

議案第 23号

議案第 24号

議案第 25号

議案第 26号

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会事業報告の認定につ

ヤヽて

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決

算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特

別会計歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会請求事務費特別会計

歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会職員退職給与金特別

会計歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業

務特別会計歳入歳出決算認定にっいて

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関

係業務等特別会計歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会第二者行為損害賠償

金支払特別会計歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業

関係業務特別会計歳入歳出決算認定について

令和 3年度滋賀県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定

保健指導等事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出第

二回補正予算について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特

別会計歳入歳出第二回補正予算について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業

務特別会計歳入歳出第一回補正予算について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関

係業務等特別会計歳入歳出第一回補正予算について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会第二者行為損害賠償
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議案第 28号

議案第 29号

金支払特別会計歳八歳出第一回補正予算について

令和 4年度滋賀県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業

関係業務特別会計歳入歳出第二回補正予算について

令和4年度滋賀県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定

保健指導等事業特別会計歳入歳出第一回補正予算について

専決処分報告

滋賀県国民健康保険団体連合会財産 目録

2、 報告事項

報告第

報告第

2号

3号
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O開  会

午後 2時開会

◇岡田局長 皆様、お待たせいたしました。それでは、只今から国保連合会の通常総会を

開催いたします。

開会に当た りまして、橋川理事長よりご挨拶を申し上げます。

◇橋川理事長 皆様こんにちは。

本 日、国保連合会の通常総会を開催いた しま したところ、皆様には大変お忙 しいとこ

ろをご出席いただきま して、誠にありがとうございます。

平素は、国保事業の運営につきまして、ご尽力をいただいてお りますことに、この場を

借 りて感謝を申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症でございますが、このところ近畿各府県から激増して

お り、各自治体におかれましては、ウィズコロナ時代における感染症対策や地域振興にご

苦労をいただいていることと存 じます。

国保連合会におきましても、本来業務である医療機関への診療報酬の審査支払や保健事

業支援をしつか りと果た します とともに、保険者や行政機関からの要請に基づき、新型 コ

ロナウイルス感染症対策の支援をできる限 り行ってまい りました。今後も可能な限り医療

保険制度を支えるべ く、本会の役割を果たしてまい ります。

本 日は、令和 3年度事業報告及び決算、令和 4年度補正予算など、重要な議案をご審議

いただきます。

また、現在、全国の国保連合会・国保中央会で取 り組んでお ります 「国保総合システム

の次期更改等に係る国庫補助金獲得について」並びに 「第 3期 中期経営計画について」ご

説明をさせていただきます。

何 とぞよろしく、ご審議を賜 ります とともに、本会事業のさらなる充実のため、保険

者、市町の実情を踏まえたご意見を賜 りますことをお願い申し上げ、簡単ではございます

が、開会の挨拶 とさせていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

◇岡田局長 ありがとうございました。

次に、本 日の出席状況でございますが、国保連合会会員 21名 中、代理出席を含めて、

全員のご出席をいただいてお りますので、本 国の総会が成立することをご報告させていた

だきます。

続きまして、議長の選出でございますが、慣例によりまして、橋川理事長にお願いをし
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たいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

◇岡田局長 ありがとうございます。それでは、橋川理事長よろしくお願いいたします。

◇橋川理事長 それでは、私が議長をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず、規約第 17条の 2及び第 18条第 2項により、本総会は公開とし、議事録も公表

することといたします。

次に、国保連合会規約第 18条第 1項の規定によりまして、通常総会の議事録署名者を

選出いたしたいと思いますが、議長から指名させていただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ありがとうございます。それでは、私のほうより指名させていただきま

す。

湖南市長の生田邦夫様、愛荘町長の有村国知様にお願いをいたします。よろしくお願い

いたします。

O議決事項

◇橋川理事長 それでは議事に入 ります。

まず、議案第 13号、令和 3年度事業報告の認定についてから、議案第 22号、令和 3

年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの 10議

案は、いずれも関連いたしますので、一括審議いたしたいと思います。

事務局の説明を求めます。なお、各議案については、 7月 11日 の理事会において、

通常総会附議事項 として承認いただいていることを報告申し上げます。

それでは、お願いします。

◇林主監 それでは、私のほうから、議案第 13号、令和 3年度国民健康保険団体連合会

事業報告の認定について、ご説明をさせていただきます。

通常総会議案書の 1ページから68ページまでの記載 となつてございますが、資料 1の

概要版で取 りま とめてお ります。そちらのほ うでご説明をさせていただきたいと存 じま

す。

資料 1、 事業報告概要版でございます。まず、 〔1〕 本会の運営に関する事項でござい

ます。会務の適正な運営を図るため、総会、理事会、監事会、国保主管課長会議の開催 と
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会計監査予備調査、監査法人による監査を実施 してお ります。内訳については、記載のと

お りでございます。

次に、 〔2〕 国民健康保険制度の改善強化 と財政安定化対策の推進に関する事項でござ

います。 (1)の国保制度改善強化全国大会においては、構造的に多くの問題を抱える国

保の現状を打開するため、全国大会において 11項 目を決議するとともに、政府、国会並

びに地元選出国会議員に対 して、理事長を中心に陳情、要請行動を展開してまい りまし

た。

また、 (2)でございます。保険料 (税)収納率向上対策 として、①の月間の設定及び

啓発や③の徴収事務担当者研修会など、市町支援を実施 してまい りました。令和 3年度の

市町の収納率にらきましては 95。 92%で 、前年度から0,32ポイン ト増 とい うことで

ございます。

1枚おめくりいただきまして、 2ページでございます。 (3)医療費適正化対策でござ

います。
｀
医療費適正化対策 として、ジェネ リック差額通知書を年に 4回作成 してお りま

す。

続きまして、 〔3〕 国保総合システムに関する事項でございます。ご案内のとお り、国

保総合システムにつきましては、令和 6年度次期更改時にクラウド化を行い、併せて支払

基金システムとの整合的かつ効果的な在 り方を実現するとなつてございます。

これは国の意向を踏まえて実施するものであることから、保険者等に負担が生 じないよ

う、国庫補助を獲得すべく、下記に記載のとお り、地方 6団体や地元選出国会議員への要

請活動を行つております。

次に、 〔4〕 国民健康保険及び後期高齢者医療診療報酬等の審査支払に関する事項を記

載 してお ります。 (1)でございますが、審査委員会を毎月開催 し、画面審査システムを

活用 して、質の高い審査を目指 して取 り組みました。取扱状況は記載のとお りでございま

すが、原審査の状況 としては、査定金額については約 7億 2,000万 円、返戻金額は約

67億 8,000万 円、査定率は0.331%と いう結果でございました。

(2)被用者保険に係る福祉医療費の取 り扱いでございます。令和 3年 4月 診療分から

支払基金へ移行 したことに紺 して、支払基金から給付データをいただき、支払基金ではで

きない資格確認等の事務を実施 し、市町の事務の効率化を図つてお ります。

次に 3ページでございます。 (3)の療養費の審査 。支払でございます。柔道整復やあ

はき療養費の審査を実施 してお ります。
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また、 (4)保険者問調整の実施では、令和 3年 11月 からオンライン資格確認によ

って、自動的に誤つた資格を正 しい資格に振 り替える分割処理を行つてお ります。一方、

自動的に振替ができないもの、例えば、公費併用のレセプ トなどがその対象とい うことで

ございますが、その部分にっいては、こちらに記載 してお ります とお り、本会で資格確認

を実施 しているところでございます。

〔5〕 保険者共同事業及び後期高齢者医療事務代行業務に関する事項でございます。

(1)保険者事務共同電算処理業務 として、被保険者資格の管理及び帳票、諸統計の作成

の実施や (2)の 国保情報集約システムの運用管理を実施 してお ります。

また、 (3)保険者 レセプ ト点検事務共同事業では約 1億円の効果額、 (4)第二者

行為求償事務では約 3億 2,000万 円の収納額 とい う結果でございました。

(5)の後期高齢者医療事務代行業務でございますが、令和 3年度は被保険者証作成

等の 9つの業務を新たに受託 し、業務を行ってまい りました。

それか ら、 (6)ですが、保険者及び行政機関か らの要請にかかる対応でございま

す。県からの委託による風 しんの追加的対策事業、さらには、新型コロナウイルス感染症

に係る予防接種事業 として、住所地外での接種の請求支払や要望のある市町への接種券の

作成を実施 してお ります。接種については、おおよそ 32万件、 7億 4,000万 円の請

求支払とい う結果でございます。

1枚おめくりいただきまして、 4ページでございます。 〔6〕 保健事業の推進に関する

事項でございます。

まず、 (1)の保健事業推進に関する支援及び情報提供でございますが、健康管理施

策立案の基礎資料集や②の 「統計でわかる滋賀の国保の状況」などの資料作成、さらには

③の国保・後期高齢者ヘルスサポー ト事業、④の糖尿病性腎症重症化予防研修会の開催な

ど、保険者の保健事業の支援を行つてまい りました。

また、⑤重複・頻回受診者等訪問指導事業として、本会の保健師が対象者への訪問を実

施 し、適正受診につながるよう、取組を行ったところでございます。また、⑥の高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施の支援では、セ ミナー等の開催を実施 してお ります。

それから、 (2)地域住民の健康保持増進及び啓発でございますが、健康増進強調月間

を設け、テ レビスポッ ト放送やポスター作成に取 り組んでお ります。

続きまして、次の 5ページでございます。 〔7〕 特定健診・特定保健指導に関する事項

でございますが、費用の支払いやデータ管理業務、特定健診受診券の作成などを実施 して
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お ります。また、受診率向上支援 として、テ レビCMや未受診者への電話勧奨等の支援を

行つてお ります。

また、 〔9〕 介護保険事業関係業務に関する事項でございます。 (1)の審査支払業務

と併せて、 (2)の苦情・相談業務、 (3)のケアプラン点検に関する保険者支援を実施

してお ります。また、令和 3年度は県から委託をいただき、介護サービス事業所・施設ヘ

の感染防止対策支援事業として、かか り増 し経費の支払事務を行つてお ります。

また、 〔10〕 障害者総合支援給付等事業関係業務に関する事項では、障害介護給付

費、障害児給付費等の審査支払を行つてお ります。令和 3年度からは、長浜市様から委託

をいただき、地域生活支援事業に係る審査支払を実施 しているところでございます。

続きまして、 1枚おめくりいただきまして、 〔12〕 滋賀県保険者協議会に関する事項

でございます。滋賀県 と共同で事務局を担い、滋賀県内の医療保険者等の加入者に係る健

康づくりを推進するとともに、構成メンバーの一員 として、保険者間の問題意識の共有や

取組の推進を図つてお ります。具体的な取組については、 6ページに記載のとお りでござ

います。

〔13〕 地域医療の確保に関する事項から、 〔18〕 その他に関する事項については、

記載のとお りでございますので、お目通 しいただければと存 じます。

以上でございますが、令和 4年度につきましても、引き続きしつか りと事業を推進 して

まいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

◇中村出納員 議案第 14号、令和 3年度一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案

第 22号、令和 3年度特定健康診査 。特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてまででございます。資料 2-1に おいて概要をまとめてお りますので、こちらで説明

をさせていただきます。

まず、会計の概要でございます。国保連合会の会計につきましては、一般会計 と8つ の

特別会計で構成 されてお ります。また、その勘定を大別いたします と、大きく2種類でご

ざいます。① として記載 してお りますが、保険者 さんから納入いただきます手数料や負担

金を財源 として、医療機関等から請求があつた医療費等の審査支払事務を行 う6つの勘定

がございます。

もう一つは、②に記載 してお ります、医療費等の保険者負担分を医療機関等に受け払い

する 16の勘定がございます。全 9会計、 22勘定の全ての歳入合計でございますが、令
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和 3年度は約 4,106億 7,3oO万 円、歳出につきましては約 4,104億 6,300万

円と、対前年度比 3.0%増 とい うことでございます。歳入歳出差引額約 2億 1,000万

円の結果 となつてお ります。

次に、中段 (1)で ございますが、保険者 さんから納入いただきます手数料、負担金を

財源 として、事務執行を伴 う一般会計 と5つの勘定の概要でございます。歳入合計が約 3

6億 5,200万 円、対前年度比 8.8%増、歳出合計が約 35億円、対前年度比 10%増

で歳入歳出差引額約 1億 5,200万 円でございます。本会が取 り扱 う会計全体の 1%弱

の割合が、この一般会計と5つの勘定となります。

2ページをご覧いただきたいと存 じます。歳入歳出を前年度 と比較 して、その増減につ

いて主な内容を記載 させていただいているものでございます。上段枠囲みのほうが歳入で

ございます。前年度 と比べまして、約 2億 9,600万 円の増 とい うことでございます。

主な要素 といたしまして、 1つ 目のポンですが、昨年コロナ禍で受診抑制 となつていた

ものが回復基調にあり、手数料等が約 6,720万 円増。そのほか 2つ 目のポツ、新型コ

ロナフクチン接種費用に係る事務費等が約 1億 680万 円増。 4つ 目のポツ、受託事業耳又

入 として、県からの委託により、KDB補 完システムの導入の実施や市町からの委託によ

る風 しんクーポン券、コロナ接種券作成費用等により、前年度 と比べ、約 1億 1,300

万円の増が挙げられます。

下の歳出につきましても、前年度 と比べて約 3億 2,000万 円増 とい うことでござい

ます。歳入 と同じく 1つ 日のポツですが、コロナワクチン接種事業に約 1億 200万 円。

2つ 目のポツのKDB補 完システムの導入経費に約 9,400万 円。並びに 5つ 目のポ

ツ、 ICT積 立をはじめとする積立金約 1億 1,500万 円が挙げられます。

3ペエジのほ うをご覧いただきたいと存 じます。 (2)で、医療費等を受け払いする各

種支払勘定、 16勘定の状況でございます。 16勘 定の合計でございますが、歳入合計約

4,070億 2,000万 円、歳出合計約 4,069億 6,000万 円とい うことで、対前年

度比いずれも2.9%増 とい うことでございます。          ・

そ して、その内訳でございます。主な勘定ですが、①の国民健康保険支払勘定でござい

ます。対前年度比 4.8%増 、月平均約 80億円の支払いとな りま した。参考で記載 して

お りますが、本県における過去 3年間の保険者負担による給付費の推移でございます。令

和 2年度 と令和元年度比較では、コロナ禍による受診控えの影響か ら3.8%減少 し、令

和 3年度 と令和 2年度比較では、回復基調が考えられ、4.8%増加 している状況でござ
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います。

②の福祉医療費支払勘定でございますが、対前年度比42.8%減 と大きな減少となっ

ております。こちらは、令和 3年 4月 診療分から、被用者保険における福祉医療費の審査

支キム業務が、今回■ら支払基金に移行した影響によるものとなつております。

次に、③の介護保険支払勘定でございます。こちらは月平均約88`億円の支払いとなつ

てお り、受給者数増により、対前年度比 2.5%増加 してお ります。

④の障害介護給付費支払勘定及び⑤の障害児給付費支払勘定についても、それぞれ増加

をしてお ります。介護 と同様、受給者数が増加 しているものと考えてお りますが、特に、

障害児における受給者数の増加並びに放課後等デイサービスなど通所支援サービスが充実

していることから、障害児給付費支払勘定では、対前年度比較で高い伸び率となつてお り

ます。

⑥の後期高齢者医療支払勘定でございますが、前年度 と比べて 2,9%増加 してお り、

月平均約 130億 円の支払いとなつてお ります。こちらも国保 と同様に、参考で本県にお

ける過去 8年間の保険者負担による給付費の推移を記載 させていただいてお ります。令和

2年度 と令和元年度比較では、平ロナ禍による受診控えの影響から2.8%減少 し、令和

3年度 と令和 2年度比較では、 2.9%増加 している状況でございます。

⑦の特定健診・特定保健指導等支払勘定、③の後期高齢者健診等費用支払勘定はそれぞ

れ対前年度比で 9。 8%、 6%と 増加 してお ります。合わせて年間約 8億円の支払いでご

ざいま した。

最後でございますが、 4ページをご覧ください。本決算を踏まえた国保総合システム更

改のための対応についてでございます。本資料 2ページで、決算状況における歳入歳出の

主な前年度比較による増減を説明させていただきましたが、歳出で積立金のうち、約 1億

円の ICT積 立資産の造成をさせていただいたところでございます。

(1)国保の勘定については、ワクチン接種事業に係る事務費や風 しんクーポン券、ワ

クチン接種券作成に係る受託事業収入が約 2億 700万 円でございまして、それに係る処

理経費が歳出にございます約 1億 3,700万 円になりましたので、その差額分 7,000

万円と減価償却引当資産を2,000万 円減額 して、合計 9,000万 円を ICT積 立資産

として造成 させていただきま した。

(2)の後期の勘定につきましても、経費節減により、繰出金約 1,000万 円を減額

し、同額を ICT積 立資産 として造成をさせていただいたところでございます。 9,00
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0万円と1,000万 円、合わせて 1億 円を次期国保総合シス>ム の更改対応の備えにさ

せていただいたところでございますので、ご報告させていただきます。

以上 となりますが、本資料 1ページから3ページで申し上げました数値につきまして

は、資料ナンバー 2-2で 決算総括表 として、全体の合計、会計別に記載をさせていただ

いてお ります。網がけが事務執行を伴 う6会計でございます。また、資料 2-3の 各会計

決算状況には、各会計の項 目別に記載をしてお ります。後ほど、ご参照いただければと存

じますと

以上でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

◇橋川理事長 決算については、去る 6月 29日 に監査を受けてお りますので、甲賀市長

の岩永監事さんより、代表 して監査報告をお願いします。

◇岩永監事 通常総会議案書の 207ペ ージをご覧いただきたいと思います。

去る 6月 29日 、国保連合会におきまして、竜王町の西田町長と私、甲賀市の岩永が、

令和 3年度決算監査を実施いたしましたので、その結果についてご報告を申し上げたいと

思います。

令和 8年度におけます業務の概況を聴取 し、また会計を監査いたしましたところ、業務

の運営につきましては、努力の成果が認められま した。また会計経理 も適正に処理をさ

れ、会計諸帳簿及び証憑書類もまた整理良好 と認めましたので、ここに報告をさせていた

だきます。

以上でございます。

◇橋川理事長 あ りがとうございました。監査法人による外部監査も受けてお りますの

で、監査室より報告 させていただきます。

◇井口監査室長 監査室でございます。

議案書の 208ペ ージをお願いいたします。只今 ご報告いただきました監査結果報告の

次のページでございます。

去る 6月 13日 と 15日 の 2日 間、監査法人によります監査を受検 し、その結果が、独

立監査人の監査報告書 として理事会宛てに提出をされてお ります。

報告書の最初に記載 されてお ります、監査意見のところの 3行 目でございますが、決算

書類が滋賀県国保連合会会計規則に準拠 して、令和 3年度の歳入歳出の状況及び同年度末

の財産の状態を全ての重要な点において適正に表示 しているものと認めるとのご意見をい

ただいてお りますことをご報告申し上げ、監査室からの報告に代えさせていただきます。

一
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◇橋川理事長 それでは、事業報告並びに各会計決算について、ご質問、ご意見はござい

ませんか。

〔「なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ないようですので、採決に入 ります。

議案第 13号から議案第 22号までを原案 どお り議決することについてご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ありがとうございます。全員賛成 と認め、議案第 13号から議案第 22号

までは、原案のとお り議決いたしました。

続いて、議案第 23号、令和 4年度一般会計歳入歳出第二回補正予算についてから、議

案第 29号、令和 4年度特定健康診査 i特定保健指導等事業特別会計歳入歳出第一回補正

予算についてまでの 7議案については、一括審議いたしたいと思います。

事務局の説明を求めます。

◇中村出納員 それでは、令和 4年度の補正予算について、議案第 23号から第 29号に

ついてご説明を申し上げます。資料につきましては、資料ナンバー 3-1で ございます。

こちらで概要を記載 してお りますので、こちらのほうで説明をさせていただきます。

主な補正項 目でございますが、この資料の上段のほうに枠囲みをしてお ります。大きく

2点 ございます。

まず 1点 目は、令和 3年度決算に伴 う繰越金に関する補正 とい うことでございます。決

算で繰越金が確定いたしますので、その歳入の繰越金を増額補正 し、さらに歳出の予備費

を増額補正 していくものでございます。

そして、 2点 目でございますが、国庫補助金の返還に関する補正でございます。こちら

については、後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金の返還や国の公費負担医療に係る

経費についての返還の補正でございます。

各議案別に説明を以下掲載 してお りますので、主なところで説明をさせていただきま

す。

まず、資料 1ページの議案第 23号でございます。一般会計歳入歳出第二回補正予算で

ございますが、補正額が総額 414万 3,000円 でございます。補正内容 としては、一

般会計繰入金から令和 3年度決算に伴 う繰越金への財源更正の補正 と国庫補助金の返還 1

万円でございます。 この国庫補助金返還は、高齢者の保健事業 と介護予防の一体的実施の
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研修会経費の未執行分の 1万円とな ります。

次に、議案第 24号でございます。診療報酬審査支払特別会計歳入歳出第二回補正予算

でございます。業務勘定から次頁の出産育児一時金等に関する支払勘定でございますが、

全ての勘定におきまして、繰越金並びに予備費の増額補正を行ってお ります。公費負担医

療に関する診療報酬支払勘定のみ繰越金のほか、例年に準 じまして、国公費分、高齢者医

療制度円滑運営臨時特例交付金の返還に関する補正を行 うとい うものでございます。

2ページをご覧いただきたいと思います。議案第 25号、介護保険事業関係業務特別会

計歳入歳出第一回補正予算から3ページの議案第 29号、特定健康診査 。特定保健指導等

事業特別会計歳入歳出第一回補正予算でございます。それぞれの勘定で繰越金を増額 し、

併せて歳出の予備費を増額する補正でございます。

議案第 25号の介護保険特別会計の業務勘定及び議案第 26号の障害者総合支援特別会

計の業務勘定につきましては、一般会計の歳入において、繰入金から繰越金への財源更正

を併せて補正を行つてお ります。

なお、議案第 28号の後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出第二回補正予算に

つきましては、令和 4年 10月 から一定以上の所得のある方の窓口負担が 1割から2割 に

なることによりまして、診療報酬支出金への影響があると考えられますが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大の影響など、医療費の動向に予測 しがたい部分もあるとい うことか

ら、 10月 以降の実績値を踏まえ、後期高齢者医療広域連合 と調整をした上で、市町担当

部局の皆さんにあらかじめお示 しした後に、予算の補正をさせていただきたいと存 じます

ので、よろしくお願いいたします。

本資料にて申し上げました、補正する予算の会計別の総括表につきましては、資料ナン

バー 3-2に 掲載をしてございますので、後ほどご参照いただければと存 じます。

以上でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

◇橋川理事長 それでは、各会計補正予算について、ご質問、ご意見はございませんか。

〔「なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ないようですので、採決に入 ります。

議案第 23号から議案第 29号までを原案 どお り議決することにご異議 ございません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ありがとうございます。全員賛成と認め、議案第 23号から議案第 29号
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までは、原案のとお り議決いたしました。

続いて、報告事項に入 ります。

報告第 2号、専決処分報告及び報告第 3号、財産 目録について、一括 して事務局の説明

を求めます。

◇中村出納員 それでは、専決処分報告でございます。通常総会議案書の 262ペ ージで

ございます。水色の合紙の次のページ、専決処分報告を掲載 してお りますので、ご覧いた

だきたいと思います。全部で 15件 ございます。このページをもちまして、概要を説明さ

せていただきます。

まず、 1つ 目でございます。職員給与規則の一部を改正 したものです。人事院勧告によ

り、職員の一時金の率を引き下げるものとなってお ります。

2点 日、服務規則並びに 3点 目の育児休業に関する規程の一部改正につきましては、育

児・介護休業法改正によるもので、休暇の取得要件について改正するものでございます。

4点 日から9点 目の各特別会計については、決算見込みに伴います、実費弁償を含めた

決算調整のための補正でございます。主な補正理由といたしましては、コロナワクチン接

種事業の請求支払に係 る事務費収入並びに国庫補助受け入れのための増額補正等でござい

ます。

263ペ ージをご覧いただきたいと思います。 10点 目でございます。市町からの委託

事業であるワクチン接種券、鳳 しんクーポン券作成経費や審査支払手数料等の収入増に伴

う増額補正でございます。

次の 11番 目からは新年度における専決処分報告 となります。

11番 目の福祉医療費等審査支払規則の一部改正でございます。令和 4年 4月 診療分か

ら請求事務費が廃止 となりまして、市町との福祉医療費等審査支払事務の委託書の様式を

改正するものでございます。

また、 12番 目の令和 4年度の診療報酬審査支払特別会計歳入歳出第一回補正予算で

は、 12歳 から17歳までのコロナワクチン接種券作成についての増額補正でございま

す。

13番 目でございます。県からの委託により実施する介護職員及び福祉介護職員処遇改

善支援補助事業のための増額補正 となつてお ります。

14番 目については、 4回 目接種に係るコロナフクチン接種券作成費用の増額補正、

15番 目の後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出第二回補正予算につきま して
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は、本年 10月 から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が 2割 となる制度改

正に伴 うものでございます。その制度改正に伴 う問い合わせ対応業務等、広域連合からの

委託により実施するものの増額補正となります。

以上が報告第 2号でございます。

次に、報告第 3号でございますが、議案書の最後、 328ペ ージから329ペ ージ、財

産 目録 として掲載をしてお ります。こちらをもちまして、財産報告とさせていただきたい

と存 じます。

以上でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

◇橋川理事長 只今の報告事項について、ご質問、ご意見はございませんか。

〔「なし」の声あり〕

◇橋川理事長 ないようですので、以上で報告事項を終わります。

それでは、説明事項が 2点 ありますので、事務局の説明を求めます。

◇岡田局長 それでは、説明事項の 1つ 日でございます。お手元、通常総会資料ナンバー

4を ご覧いただきたいと存 じます。こちらにつきましては、国保総合システムの国庫補助

獲得に向けた決議 とい うものでございまして、令和 4年の 6月 29日 、国民健康保険中央

会の定期総会で議決をされたものでございます。

この国庫補助の取組につきましては、令和 3年度の事業報告にもございましたとお り、

令和 4年の 2月 から地方 6団体へ令和 5年度の要望事項に国保総合システムの更改にかか

ります財政措置を取 り上げていただくよう、既に依頼を行つているところでございます。

決議の中身のほうをご覧いただきたいと存 じます。国保中央会と国保連合会が開発運用

いたしてお ります国保総合システムにつきましては、国保制度等の基盤を支える極めて公

共性の高い重要なインフラとい うことでございまして、このシステムが令和 6年 3月 に機

器の保守期限が到来をいたします。

そ うしたことから、政府の規制改革実施計画及び厚生労働省の検討会等から求められて

お ります、クラウドサービスの利用や支払基金の新 しいシステムとの整合性を確保するこ

とを前提 として、現在システムの開発に取 り組んでいるところでございます。

この政府の方針に対応 したシステム開発を行 うためには、更改の内容を碧初から大幅に

見直さざるを得ず、中央会の試算によります と、令和 3年度の補正予算で措置をされまし

た 54億円と国保中央会 。国保連合会が保有 してお ります財源を充てても、令和 5年度で

は 50数億円の財源の不足が生 じる見込みと言われてお ります。
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国保連合会では、財源不足を補 うために、保険者 さんから徴収する審査支払手数料等の

引き上げにて対応せざるを得ないところもございます。国保保険者、そ して、後期高齢者

医療広域連合につきましては、財政基盤が脆弱な上、コロナウイルス感染症等の影響によ

りまして、被保険者の方の所得も下がつてお ります。こういつた更改の費用を保険料の引

き上げで負担することは到底不可能であり、国の意向を踏まえて実施をいたします国保総

合システムの更改に係る経費については、保険者や被保険者に負担が生 じないよう、国の

責任において必要な財政措置を講ずるよう強 く要望するとい うことで、冒頭申し上げまし

たとお り、国保中央会の定期総会にて議決をされたところでございます。

この後の予定でございますけれ ども、今後は国保中央会において、厚生労働大臣あるい

は主要な国会議員の方々へ陳情が行われる予定となつてございます。

そして、秋以降の取組でございますけれ ども、 11月 18日 に国保制度改善強化全国大

会が東京で開催を予定されてお ります。 このときにも陳情が行われる予定でございまし

て、本県からは橋川理事長が参加をいただきまして、代表陳情及び地元選出の国会議員ヘ

の陳情等を行つていただく予定とい うことでございます。

以上でございます。

◇林主監 続きまして、資料 5の第 3期 中期経営計画進捗状況について、概要版で令和 4

年 5月 末現在の状況を取 りまとめてございますので、こちらのほ うの説明をさせていただ

きます。

まず、この計画でございますが、本計画書 1つ 目の (1)の計画策定の趣旨でございま

す。 日まぐるしく変化する情勢に的確に対応するため、基本計画を 3年間に改めて、基本

理念、基本方針、組織 目標について、本会職員が目的意識を持ち、一九 となつて取 り組む

ために策定をしたものでございます。

そして、 (2)の計画期間でございますが、令和 2年度から令和 4年度までの 3年間と

定めてお ります。そ して、 (3)の推進体制でございますが、職員で構成いたします中期

経営計画進捗会議におきまして、毎年度進捗状況を点検 し、必要に応 じて計画の見直しを

行 うこととしてお ります。

そして、大きな 2番 目の基本理念でございます。少 し読み上げさせていただきますと、

本会が 「審査支払業務の専門集団」、 「地方 自治体が行 う医療・保健・介護・福祉業務を

支援する専門集団」であるとともに、経営の効率化・安定化に努め、保険者・広域連合の

皆様か らよリー層信頼 される組織 となることを目指す としてお ります。
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そして、大きな 3番 目の具体的な取組を記載 した基本方針でございます。 5本の柱がご

ざいま して、審査の質の向上、共同事業、保健事業、組織体制の整備及び財政基盤の確

立、安全管理体制の確立とい うことで、この 5本の柱を設けまして、各部署で取組 目標を

定めて実施をしておるところでございます。

先ほど事業報告でご説明をさせていただきました内容 と重複する部分でもございますの

で、それを避けて簡潔にご説明させていただければと思います。

1枚おめくりいただきまして、共同事業の部分でございます。 (2)共同事業でござい

ます。 2つ 日の後期高齢者医療事務代行業務の充実強化でございますが、令和 3年度から

9業務、そして、この令和 4年 4月 からは申請書の入力確認業務等、業務を受託 し事業を

進めていくところでございます。

そして、飛びまして、 3ページでございますが、②の国保制度改革を踏まえた新たな支

援でございます。この 3つ 目の部分に掲げてお ります、事務の共同化・効率化の支援 とい

うことで記載をしてお りますが、こちらは第 2期の滋賀県国民健康保険運営方針における

市町からのご意見を受けて、補助金申請の資料作成事務を効率化するために、補助金申請

のためのプログラムを作成 し、市町に資料提供を行つたとい うことでございます。

そして、 1枚おめくりいただきまして、 4ページでございます。
二番下の (4)の組織

体制の整備及び財政基盤の確立でございます。その次の 5ページの上から2つ 目の職場環

境の整備 とい うところでございます。

長時間労働の是正、働き方改革の推進 ということで、令和 3年度におきましては、仕事

の分かち合い、それから仕事の棚卸 しとい うことで実施をしてまい りました。その結果、

前年度比で約 2割の時間外勤務の縮減を実現することができたとい うことでございます。

令和 4年度についても引き続き、取組を実施 してまい りたいと考えてお ります。

それから、 (5)の安全管理体制の確立でございますが、情報セキュリティ対策の強化

として、令和 3年度においては、 ISMSサ ーベイランス審査を受審 し、認証を維持 した

ところでございます。

以上、基本方針の進捗状況でございまして、おおむね 目標 どお り進捗 しているとい う評

価をさせていただいておるところでございます。当計画につきましては、本年度は最終年

度 とい うことでございまして、 しつか りと目標に向けて、職員一丸 となつて取組を進めて

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。
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◇橋川理事長 只今の説明事項について、ご質問、ご意見はございませんか。

はい、どうぞ。

◇宮本理事 お世話になつています。

今後の国保の運営とい うことで、県からお越 しいただいているので、ちょつとお伺いし

たいんですが、今、県が広域化の中で財政の責任を担 うとぃ うことで、多分 3年 ぐらい前

に、令和 6年度以降に県が国庫補助を、保険料を統一 していくとい う話があつたと思 うん

ですけど、ちょつとその後の状況をうちの職員から聞いていても、なかなか議論が進んで

ないような話を聞いているんですが、 6年度なのか、それ とももつと先なのかによつて、

それぞれの国保の運営、特に保険料なり保険税率の設定が変わつてくるんですけど、県 と

しては一体、いつ頃を目標に導入されようと考えられてヤ`るのか。あと、具体の議論つて

一体 どこでどう進んでいるのか。多分 3年 ぐらい前は知事も含めて、かなり何回も議論を

したと思 うんですけど、最近その議論が途絶えているんですが、県の今の思いなり、現状

をちょつとお伺いできればと思います。

◇三日月理事 (代理 医療保険課長 川北氏) 医療保険課長の川北でございます。

今ほどの保険料率の統一の件につきましては、現在、施行 しています第 2期 国保運営方

針の策定の議論の中で、県としては、第 1期 国保運営方針で、 「令和 6年度以降のできる

だけ早い時期に保険料水準の統一を行 う」としていることを踏まえ、市町ごとの標準保険

料 (理論上の保険料)を統一 しまして、 3年の経過期間をおき、令和 9年度を目途に県一

本の保険料率にしてはどうかと提案 しましたが、皆さま方 との議論の結果、保険料の水準

の統一の具体的な時期の明記はせずに、第 1期国保運営方針 と同じ、 「令和 6年度以降の

できるだけ早い時期に保険料水準の統一を行 う」 とい うことで収まったわけであります。

しかし、引き続き、標準保険料の統一は進めていくものとし、第 2期の運営方針におき

まして、納付金の算定方式を改めてお ります。

第 1期の運営方針で、医療費にっきまして、納付金の算定方式を県全体で分かち合 う

とい うことで、つま り、市町ごとに医療費の水準は実際、違 うわけでございますけれ ど

も、県全体の医療費を各市町の被保険者数で核分するとい うことで、医療費の平準化を進

めたとい うことでございます。

第 2期運営方針では、市町ごとの収納率の違いが納付金の算定に影響しないように算定

方式を改めました。それまでは、収納率の低い市町は、収納率の高い市町よりも、より多

くの保険料を集める必要があるため相対的に保険料率を高 く設定する必要があ りま した
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が、令和 3年度からは、納付金の算定上は、そのようなことが無いようにしました。

このように、標準保険料の統一に向けて納付金の算定方式を変更 してきましたので、

標準保険料についての市町間の格差はほとんど無くなつてきました。

そ ういう状況を踏まえまして、 6年度から開始 します第 3期国保運営方針において、保

険料水準の統一をどう進めていくかとい うことです。

現在の第 2期国保運営方針が 1年 を過ぎたとい うことになりますので、この納付金の

算定方式等を改めたことが、各市町の保険料へ どう影響 したのかを、国保連合会さんと共

同して、データ整理をしてお りますので、今後は、そのデータ等を踏まえまして、どうす

るのかとい うことを市町連携会議の中で協議をしていくとい うことで、先 日の市町連携会

議の中でもお話を出させていただいたところです。

したがいまして、今、いつの時期に県としては保険料水準の統一を目指すのかというこ

とでございますけども、県としては、令和 6年度以降のできるだけ早い時期 とい うことは

変わりませんが、具体的な時期については、今後検討 していきますので、 しかるべき時期

にそれぞれの首長 さんの会議の中でも、ご検討をお願いしようと考えてお ります。

◇宮本理事 あ りがとうございました。

今おっ しゃつた、県 としては、令和 6年度以降のできるだけ早い時期にとい うこと

で、時期については、これからまた知事なり、首長 と議論 して決めていきたいとい うこと

ですけど、一体 どれ ぐらいの時期にその議論をする予定なのか。実は、貯まっている基金

をどう使つていくかつてい うのが、非常に悩みでありまして、どんどん削つていってつぎ

込んでいくのか、その基金は将来のために貯めていつたらいいのか、そこの判断が保険料

なり保険税率に影響 していきますので、一体 どの時期にその議論をしてやつていこうとさ

れているか。 さすがに、今年度中にとい うのは無理でしょうから、来年度見直 しで、さあ

6年度から始めましょうつて、これも無理ですよね。だから、一体いつの時期からやろう

としているのか。ちょつとできる限 りの情報提供な りいただきたいんですけど。

◇三日月理事 (代理 医療保険課長 川北氏)お つしやるとお りでございますので、今

後、データをしっか り整備 しまして検討 していきたいと考えてお ります。

市町が県に納付 していただいています納付金については、市町の格差は無 くなってき

ています。にもかかわらず、市町ごとに保険料率が違 うのは、各市町で持つてお られる繰

越金や基金の活用や市町ごとに算定される公費収入が一部あることなどにより保険料率に

相違が生 じているとい う状況にあります。
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で、今、市長 さんおつしゃつたように、お持ちの基金等をどう活用 していくのかを考え

る上で、将来的な見通 しを聞かせてほしいとい うことですが、そ ういつた将来的な見通 し

をお示 しするために、今年度中に様々なデータを整理 し、来年度に本格的な議論をお願い

したいと思つてお ります。

県 としての現段階 としての保険料水準の統一についての考えはとい うことな ります と

第 2期国保運営方針の策定の議論の中で提案させていただいた通 りとなります。具体的に

は、まずは、納付金算定上の、県の平均保険料率を完全に統一をしまして、恐 らくその後

3年間ぐらいをかけて、実際には滋賀県下統一の保険料率という形になつていくのではな

いかと考えてお ります。

したがいまして、 6年度 ぐらいに理論上の県の平均保険料率などを決めて、その後に各

市町では基金等を使 う計画を立てていただいて、例えば 3年後ならば令和 9年度 という形

になるかなとい うふ うに思いますけれ ども、それが可能かも含めまして、今年度中に、

様々なデータを整備 しまして、来年度 しつか りと検討 していきたいと考えてお ります。

◇橋川理事長 よろしいですか。

◇宮本理事 はい。

◇橋川理事長 ほかにはご意見ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

O閉  会

◇橋川理事長 なければ、本日の通常総会を閉会とさせていただきます。

ありがとうございました。 .

午後 2時 54分閉会
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上記会議の顛末を記載 して間違いのないことを認めるためことに署名い

たします。

令和4年 Fθ tt f十 日

議 長

議事録署名者

草津市長

湖南市長

愛荘町長

精 脚
} 歩

4W汗 メヽ

月 村 風井
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